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川崎・維新

 請願・陳情のオンライン化は進めていくべきであるが、紹介議員の確認方法やマイ

ナンバーカードの取扱いにより不利益が生じないよう対応することなど、整理が必要

である。また、市民にとって請願はハードルが高い一方、陳情は提出がしやすく、本

市では、陳情が請願と同様の保障がされており、良い伝統であると考える。他都市に

比べ、本市では陳情審査に対して多くの条件が規定されており、精査は必要だが、市

民にとってやりやすい方向で伝統を守っていくべきである。

 議会改革検討委員会の設置については団に持ち帰りたい。

 請願・陳情のオンライン化は進めていくべきであり、今期中には結論を出すべきで

あると考える。陳情の取扱いについては、全て聞き置くとの取扱いには慎重になるべ

きと考えているが、段階的に、市外から提出された陳情を付託しない扱いとすること

についてはよいのではないか。

 議会改革検討委員会の設置については団に持ち帰りたい。

請願・陳情の取扱いの在り方に関する各会派の御意見
（R7.11.20議運）

オンライン請願・陳情について及び陳情の取扱いについて

   陳情の取り扱いについては、請願の立ち位置を陳情より明確に格上げすべきである

ことからも、他都市でも見られるように「聞き置く」、または「審査しない」取り扱

いでよいと考えている。

  議会改革検討委員会については、過去にも議運で陳情の取扱いについて協議したこ

ともあり、各会派で意見を集約し、今後も議運で協議すればよいと考えているが、設

置については改めて、団に持ち帰りたい。

 請願・陳情のオンライン化は、市民の利便性の観点からも進めていくべきという立

場ではあるが、陳情の取扱いについては、過去の議論や経過についても踏まえるべき

で、実務的な面も含め、細かい部分を話し合うために、議会改革検討委員会のような

協議・調整の場を設置し、具体的に議論をするべきである。

 請願・陳情のオンライン化については進めていくべきと考えるが、陳情の取扱いに

ついては、市民の負託に応えるという意味でも、市外から提出された陳情について

は、他都市での例にもあるように、受け付けはするが、委員会付託はせず議員に周知

をすればよいのではないかと考えている。

 議会改革検討委員会の設置については団に持ち帰りたい。
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